
　
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
ま
だ
ま
だ
寒
い
季
節
が
続
き

ま
す
が
、
新
年
を
迎
え
て
気
持
ち
も

新
た
に
、
楽
し
い
こ
と
を
始
め
て
み

ま
せ
ん
か
。

　
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
は
、

ご
自
宅
ま
で
の
送
迎
、
健
康
チ
ェ
ッ

ク
、
入
浴
、
食
事
な
ど
一
日
が
快
適

に
過
ご
せ
る
よ
う
お
手
伝
い
を
し
ま

す
。
誕
生
日
会
な
ど
一
年
を
通
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
季

節
の
イ
ベ
ン
ト
を
ご
用
意
し
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
普
段
介
護
さ
れ
て
い
る
ご

家
族
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
も
目

的
の
一
つ
で
あ
り
、
皆
さ
ま
が
ゆ
と

り
を
持
っ
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
取

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

り
組
ん
で
い
ま
す
。

利
用
日
　
月
〜
金
曜（
祝
日
・
年
末

年
始
を
除
く
）

※

見
学
は
午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時

　
の
間
で
あ
れ
ば
随
時
可
能
で
す
。

　
お
気
軽
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

と
こ
ろ
　
在
宅
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー（
西
公
民
館 

１
階
）

対
象
　
次
の
認
定
を
受
け
た
方

・
要
介
護
１
・
２
・
３

・
要
支
援
１
・
２

利
用
料

・
自
己
負
担
金（
介
護
度
等
に
よ
り

　
変
わ
り
ま
す
）

・
食
材
料
費（
１
食 

５
０
０
円
）

・
機
能
訓
練
等
材
料
費（
月
額
５
０

　
０
円
）

問
合
せ
先
　
在
宅
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

　
☎（
４
４
３
）０
５
５
２

◉
カ
ー
ト
整
理
等
作
業
会
員
募
集

　
ス
ー
パ
ー
の
カ
ー
ト
整
理
等
作
業

が
で
き
る
60
歳
以
上
の
方
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

◉
新
規
入
会
説
明
会

と
き
　
１
月
13
・
27
日（
水
）

　
午
前
10
時
か
ら
１
時
間
程
度

と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー 

高

齢
者
生
き
が
い
活
動
セ
ン
タ
ー
内 

２

階 

会
議
室

対
象
　
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
60

歳
以
上
で
町
内
在
住
の
方

申
込
・
問
合
せ
先
　
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
　
☎（
４
４
３
）１
６
８
０

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）の

申
告
に
つ
い
て

　
償
却
資
産
と
は
、法
人
や
個
人
が

事
業
を
営
む
た
め
に
所
有
し
て
い
る

構
築
物（
駐
車
場
の
舗
装
・
塀
・
看

板
等
）、機
械
お
よ
び
装
置（
旋
盤
・

電
気
設
備
等
）、工
具
・
器
具
お
よ
び

備
品（
パ
ソ
コ
ン
・
机
・
陳
列
棚
等
）

な
ど
の
事
業
用
資
産
で
す
。こ
れ
ら
の

資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、令
和
3

年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
状
況
を
、

２
月
１
日（
月
）ま
で
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ご
提
出
い
た
だ
く
償
却
資
産
申
告

書
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、個
人
番
号
12

桁
ま
た
は
法
人
番
号
13
桁
を
ご
記
入

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
役
場 

税
務
課

　
内
線
１
７
８
・
１
７
９

個
人
事
業
者
の
方
の
所
得
税・

消
費
税
確
定
申
告
相
談

　
商
工
会
で
は
、
中
小
企
業
の
事
業

主
の
方
を
対
象
に
、
所
得
税
確
定
申

告
・
消
費
税
確
定
申
告
の
個
別
指
導

相
談
会
を
次
の
日
程
で
開
催
し
ま
す
。

　
申
告
期
限
間
近
に
な
る
と
大
変
込

み
合
い
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
い

機
会
に
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
記
帳
で
お
悩
み
の
方
、
新
し

く
記
帳
を
始
め
る
方
、
記
帳
に
つ
い
て

相
談
し
た
い
方
、
白
色
申
告
の
方
、
ア

パ
ー
ト
や
駐
車
場
な
ど
の
不
動
産
貸

付
を
営
み
、記
帳
で
お
悩
み
の
方
も
こ

の
機
会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
き
　
２
月
18
日（
木
）・
26
日（
金
）

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ
　
商
工
会
館  

講
習
会
等
研

修
室

問
合
せ
先
　
商
工
会
　

　
☎（
４
４
２
）４
５
１
１

20歳になったら国民年金

問合せ先　中村年金事務所　☎（453）7200
　　　　　役場　住民課　内線121

保険料の免除（納付猶予）制度
◉学生納付特例制度
　親の負担が過大にならないように、学生本人の前
年の所得金額が118万円以下であるときは、保険料
の納付が猶予される制度があります。
◉納付猶予制度
　所得が少ない50歳未満（学生を除く）の方が、将来
年金を受け取ることができなくなることを防止するた
め、保険料の納付が猶予される制度があります。
※学生納付特例期間や納付猶予期間は、将来受け取
　る年金の受給資格期間には算入されますが、年金
　額には反映されません。
※学生納付特例期間中や納付猶予期間中に障害や
　死亡といった不慮の事態が発生した場合、受給資
　格があれば障害基礎年金や遺族基礎年金を受け
　取ることができます。ただし、不慮の事態が生じた
　月の前々月以前の１年間に保険料の未納期間が
　あるときは、これらの給付を受け取れない場合があ
　ります。

保険料の納付について
令和 2年度の保険料額
月額　１６,５４０円
　「国民年金加入のお知らせ」に同封されて
いる納付書で保険料を納めてください。保険
料は金融機関のほか、コンビニエンスストア
での納付もできます。また、口座振替やクレジ
ット納付も可能です。

　20歳になった方には、日本年金機構から、
国民年金に加入したことをお知らせします。
※厚生年金または共済年金に加入している
　方を除きます。
　20歳になってからおおむね
２週間以内に、日本年金機構
から「国民年金加入のお知ら
せ」等が送付されます。

●手作りのブローチ
私たちが作りました♪

と こ ろと　き 問合せ先料金名　称

※日程は都合により変更する場合がありますの
　でご了承ください。

1月の公民館ロビー展示
きり絵年賀状展
1月5日（火）～15日（金）
 ●きり絵ゆうゆう

第8回探鳥会 1月31日（日）
受付 午前10時～正午

弥富野鳥園
保護地内 無料 0567（68）2338弥富野鳥園

つくってあそぼう
～たこをとばそう～

1月16日（土）～17日（日）
受付 午前10時30分～午後3時

海南こどもの国
斜面広場 無料 0567（52）1515海南こどもの国

分かりづらい税金の疑問もすっきり解決!
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